
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

京都市左京老人デイサービスセンター 

 

 

 

【理  念】 

それぞれの利用者様が自立した生きがいのある生活を送ってもらえるようサービスを提供すると共に

介護サービスの拠点として地域の皆様から信頼されるセンターを目指します。 

【運営方針】 

１．職員は、常に笑顔を絶やさず親切丁寧な応対をします。 

２．ご意見、ご希望に耳を傾け、利用者様の立場に立ったサービスを提供します。 

３．利用者様に関わる様々な機関等と連携し、チームワークを重視します。 

４．質の高いサービスの提供が出来る様、職員は常に資質の向上を目指します。 

左京デイ 20周年記念キャラ 



 

 

デイサービスセンターの紹介 

 

◆◇通所介護◇◆ 

介護保険で要介護１～５の認定を受けた方に、送迎・入浴・食事・健康チェック・日常生活訓練（個

別の機能訓練）等のサービスを通して自立を助け、生きがいのある人生のお手伝いをするとともに、ご家

族の介護負担を少しでも軽減することを目的としています。 

 

◆◇介護予防型通所介護◇◆ 

介護保険で要支援１、２の認定を受けた方、総合事業対象者を対象に、生きがいのある人生のより

一層の充実をお手伝いするために、各種のレクリエーション活動等を行います。 

 

 

 

 

 

デイサービスセンターの一日 

【午前】 

ご自宅まで送迎車でお迎えにまいります。 

↓ 

看護職員が、体温・血圧・脈拍をチェックし、 健康管理を行います。 

↓ 

大きな浴槽のある、お風呂で入浴します。 

（お体の状態により職員が必要なお手伝いをします。） 

↓ 

【午後】 

専門の栄養士が考えた献立により、 ご高齢の方に配慮した昼食を提供します。 

↓ 

他のご利用の方たち・職員・ボランティアの方たちと 

お話しなどをしながら休憩します。 

↓ 

季節にあわせた行事や、工夫を凝らした活動または適度な運動で 

レクリエーションを楽しんでいただきます。また機能訓練指導員を 

配置し利用者様の身体機能の維持・向上に努めます。 

↓ 

おやつや喫茶の時間で一服していただきます。 

↓ 

【夕方】 

ご自宅まで送迎車でお送りします 

ご見学をご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。ご利用料金は別紙、料金表をご覧ください。 



 

 

 

 

 

  

 

 

【センター内】 

定員は 33 名。西側には大きな窓があり太陽の光が入り明るく、段差の

ない床一面のバリアフリーの広いフロアーです。ベッドや休養スペースもあ

り、お昼寝などに利用していただけます。 

【健康管理】 

看護職員によりその日の体温・血圧・脈拍等の健

康管理をします。 

【送迎】 

ご自宅からセンターまで車にて送迎いたします。車椅子の方でもスム

ーズに乗り降りできるリフト車もあります。 

 

【入浴】 

安全に入れる大きなバリアフリーの浴室、浴槽

になっており、職員がお手伝いをして安全に入

浴していただきます。また、身体状況によって

座ったまま入れるリフト浴があります。 

【食事】 

毎日、調理員がセンターにある厨房で調理した出来た

ての食事を召し上がっていただきます。旬の食材を使っ

た料理やお正月、節句等の行事では特別メニューもあ

ります。 

※食事代はおやつや喫茶などの代金も含めて 

700 円です。 

【レクリエーション】 

将棋や囲碁、オセロ、塗り絵、手芸、脳トレなどを行っ

ていただいています。行事や催事では、フラダンスや手

品などのステージ鑑賞、季節ごとの花見や紅葉ドライ

ブ、買い物、喫茶店などに出かけたりする外出レクリエ

ーション、その他、お菓子作りやお鍋、流しそうめんなど

を皆さんで楽しんでいただける企画があります。 

※ご利用者様の個人情報の取り扱いについて 
左京老人デイサービスは信頼の介護サービスに向けて、利用者様に良い介護を受けていただけるよう日々努力を重ねております。 

「利用者様の個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。ご利用者様のプライバシーや個人情報に

関する情報は個人情報の保護に関する法令を遵守し、慎重な取り扱いをさせていただいております。 

 



左京老人デイサービスセンターは 

比叡山と高野川に挟まれた高野に平成 11 年にオープンしました。高野川の蓼倉橋の近くにある

左京合同福祉センターの 1 階にあります。 

 

 

 

 

京都市左京老人デイサービスセンター 
                             事業所番号：2670600135 

 

〒606-8103  京都市左京区高野西開町 5 京都市左京合同福祉センター１階     

※２階は左京図書館です  

 

営業時間：午前 8：30～午後 5：15 

営 業 日：月～土（祝日も営業しています）※日曜日と 12 月 31 日～1 月 3 日は休業 

 

電 話：（075）721-9877 お気軽にお電話ください 

ﾌｧｯｸｽ：（075）721-9860 

 

※左京老人デイサービスセンターは 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会が運営するデイサービスセンターです。京都市内に 15 

施設のデイサービスの他、ショートステイ、小規模多機能、グループホームを運営しています。 

京都市社会福祉協議会の詳しい情報は＜www.syakyo-kyoto.net＞でご覧いただけ 

ます。 

北大路通 

東鞍馬口通 

高野中 

下鴨中 

阪急 

スクエア 

下鴨 

神社 

御影通 

左京老人デイサービスセンター 

（左京合同福祉センター1Ｆ） 

 



（別表 １）    介護保険の給付対象となるサービス（通所介護） 

 

【通所介護】 

利用者の方の要介護度及び利用されるサービスに応じた下記料金から，介護保険給付費を除いた金額をご

負担ください。（通常は１割負担，一定以上の所得がある方は２割負担，もしくは３割負担となります） 

基本料金 

利用時間５時間以上６時間未満 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

５，９２５円 ７，００１円 ８，０７７円 ９，１５４円 １０，２３０円 

利用時間６時間以上７時間未満 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

６，０７１円 ７，１６８円 ８，２７６円 ９，３７３円 １０，４８１円 

利用時間７時間以上８時間未満 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

６，８４４円 ８，０７７円 ９，３６３円 １０，６３８円 １１，９３３円 

 

加算料金 

入浴介助加算（Ⅰ） ４１８円 

中重度者ケア体制加算 ４７０円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ／日 ８８８円 

ADL 維持等加算（Ⅰ）／月 ３１３円 

認知症加算／日 ６２７円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）／回 ２２９円 

科学的介護推進体制加算／月 ４１８円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ご利用料金の５．９％ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ご利用料金の１．２％ 

介護職員等ベースアップ等支援加算 ご利用料金の１．１％ 

 

＊これらの利用料の算出は，厚生労働省の告示の「単位」から算出しており，端数の計算が日数（回数）によ

って異なるため，合計額が多少違うことがあります。 

 

<償還払い> 

ただし，保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合，利用料合計を全額一旦お支払いいただきます

が，事業者の発行するサービス提供証明書を，お住まいの区役所の窓口に提出しますと，自己負担を除く額の

払戻を受けられます。 

 

 



（別表 ２）    介護保険の給付対象となるサービス（介護予防型サービス） 

 

【介護予防型デイサービス】 

利用者の方の利用されるサービスに応じた下記料金から，利用料金をご負担ください。 

（通常は１割負担，一定以上の所得がある方は２割負担，もしくは３割負担となります） 

 

（１）１割負担 

基本料金 

サービス提供時間 原則３時間以上 

入浴の有無 入浴あり 入浴なし 

１月あたり 
週１回程度 17,472 円 15,382 円 

週２回程度 35,822 円 31,642 円 

１回あたり 
週１回程度 4,012 円 3,532 円 

週２回程度 4,127 円 3,647 円 

 

加算料金（1 月あたり） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
週 1 回程度  ９１９円 

週 2 回程度 １，８３９円 

科学的介護推進体制加算／月   ４１８円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ご利用料金の５．９％ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ご利用料金の１．２％ 

介護職員等ベースアップ等支援加算 ご利用料金の１．１％ 

 

＊これらの利用料の算出は，厚生労働省の告示の「単位」から算出しており，端数の計算が日数（回数）によ

って異なるため，合計額が多少違うことがあります。 

 

 

（別表 ３）    介護保険給付，総合事業の対象とならないサービス 

 

（１）介護保険の給付，総合事業の対象とならないサービスについては，次の金額をご負担ください 

<利用者負担金（１回あたり）> 

内  容 金  額 

食費（昼食 6５0 円・おやつ 50 円） ７００円 

レクリエーション等に要する費用 実費相当額 

 

（２）その他 

利用者 

負担軽減 

京都市より，社会福祉法人利用者負担軽減対象者に指定され，その旨申し出られた方につきまして

は，基本料金，加算料金の個人負担分および食費１／４（老齢福祉年金受給者は１／２）を軽減い

たします。 

その他 
その他の費用が必要になった場合は，その都度協議し同意をいただいたものに限り，徴収するこ

ととします。 

 


